
◎下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する

法律 
（平成一六年一○月二九日法律第一三八号）   

一、提案理由（平成一六年一○月二二日・衆議院法務委員会） 

○南野国務大臣 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

について、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の改

正を行おうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し述べます。 

 第一点は、簡易裁判所の管轄区域の表示の変更でございます。山口県厚狭郡楠町の同

県宇部市への編入合併に伴い、厚狭郡楠町に設立されている船木簡易裁判所と宇部市に

設立されている宇部簡易裁判所の管轄区域の範囲を従前どおり維持するため、船木簡易

裁判所及び宇部簡易裁判所の管轄区域の表示について変更を行おうとするものでござい

ます。 

 第二点は、簡易裁判所の名称の変更であります。裁判所の名称は、その所在地の市町

村の名称を冠するのを原則としておりますので、新潟県南魚沼郡六日町及び同郡大和町

を廃し、その区域をもって南魚沼市が置かれることに伴い、六日町簡易裁判所の名称を

南魚沼簡易裁判所に変更するなど、計十一庁の名称を変更しようとするものでございま

す。 

 第三点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、

市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整理を行

うものであります。 

 以上が、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨

であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一六年一○月二二日） 

○塩崎恭久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告いたします。 

 本案は、山口県厚狭郡楠町の宇部市への編入合併に伴う簡易裁判所の管轄区域の範囲

に加え、最近の市町村の廃置分合等に伴う下級裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域

の表示について、所要の改正を行おうとするものであります。 

 本案は、去る十九日本委員会に付託され、本日南野法務大臣から提案理由の説明を聴

取し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院法務委員長報告（平成一六年一○月二七日） 

○渡辺孝男君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告



申し上げます。 

 本法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称並びに所在

地及び管轄区域の表示を改めようとするものであります。 

 委員会におきましては、裁判所の管轄区域を法律で定める理由、簡易裁判所の設置基

準と統廃合の考え方、簡易裁判所の存在意義と利用者の実態等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


